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はじめに 

 

大和高田市教育委員会では、「大和高田市立学校施設使用条例」等を定め、社会教育

およびその他公共のための活動を行う者に対して、大和高田市立学校（以下、「学校」

という。）の施設使用を学校教育活動に支障のない範囲で、許可しています。  

使用者はこの手引きに記載の内容を遵守していただき、正しい手続きのもと、学校施

設の使用を行ってください。手引きに記載の事項を遵守されない場合は、学校施設の使

用を制限する場合がありますのでご了承ください。 

 

                           令和８年４月 

大和高田市教育委員会 
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１ 使用許可の対象となる施設 

 使用許可の対象となる施設は、運動場（運動場の一部となっている施設を含む）、体

育館、格技場です。これら以外の施設を使用いただくことはできません。 

 

２ 施設の使用許可の対象となる活動 

 施設の使用許可の対象となる活動は、次に掲げるものとする。 

（１）ＰＴＡ、後援会等の学校関係団体が学校教育のためにする活動 

（２）自治会等の地域活動団体が地域住民の福祉の向上のためにする活動 

（３）社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条の社会教育関係団体（当該団

体に属する団体を含む。）が社会教育に関する事業として行う活動 

（４）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）

第２条第３号の公益法人（当該法人に属する団体を含む。）が同条第４号の公益目的事

業として行う活動 

（５）その他前各号に掲げる活動に準ずるものとして教育委員会が使用することを適当

と認めた活動 

 

これらの条件に該当する活動であっても、次のいずれかに該当するときは、使用を許可

することはできません。 

（１）公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になると認めるとき。 

（４） 教育上及び管理上支障があると認めるとき。 
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（５） 特定の宗教及び宗教活動のための使用と認めるとき。 

（６） 前各号に定めるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。 

 

３ 使用料及び施設使用可能時間等 

使用料及び施設の使用可能時間は以下のとおりです。 

（１）使用料 

施設 時間帯 使用料 

体育館 

格技場 

自午前８時 

至午後４時 

         ２，０００円 

自午後４時 

至午後１０時 

         ３，０００円 

自午前８時 

至午後１０時 

         ５，０００円 

運動場 

 

自午前８時 

至午後１０時 

         １，０００円 

ただし、使用者が本市に住所を有する者であるとき、又は使用者が団体の場合であって

当該団体を通じて施設を利用する予定がある者の過半数が本市に住所を有する者であ

るときは、使用料は徴収しません。 

（２）納入方法 

 使用許可書を交付する際に併せて学校施設使用料納付書を発行し、その場で使用料

をご納付いただきます。 

（３）優先利用時間 

 令和８年４月より中学校の部活動が地域展開されたことに伴い、中学校施設の利用

における平日の 17 時～19 時、休日の 9時～19 時は地域クラブの優先活動時間としま
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す。なお、地域クラブの平日の活動時間が19時までとなっていることから、その後に

利用される団体等による施設利用は19時10分以降とします。 

（４）使用料の不還付 

 既納の使用料は、還付しません。ただし、不可抗力により使用できないとき又は使用

の前日までに使用許可の取消しを申し出た場合であって、その申出に相当の理由があ

ると認められるときは、その全部又は一部を還付することがあります。 

 

４ 学校施設の優先利用 

 学校施設は、本来、学校教育活動のために設置された施設であり、学校教育活動が最

優先されます。この趣旨に基づき、学校教育活動に支障が生じる場合には、使用の中止

または日程の変更をお願いすることがあります。 

 また、現在、本市では、総合体育館の機能分散や部活動地域展開が順次進められてい

ます。これら社会情勢の変化に伴い、学校施設における利用ニーズや地域の実情も大き

く変容しております。これらを踏まえ、学校施設をこれまで以上に多くの皆さまにご利

用いただけるよう、地域の実情に合わせて、施設貸出の運用を見直すこととなりまし

た。今後は、学校教育活動を最優先としつつ、地域のスポーツ振興や市民の皆様の健康

増進、部活動地域展開等の重要性に鑑み、優先利用を適宜調整してまいります。 

 なお、学校施設利用における優先順位は次のとおりとします。 

（１） 公共事業のために市または教育委員会が使用するとき 

（２） 地域クラブ活動を実施するために認定地域クラブ団体等が使用するとき 

（３） 市または教育委員会の委託事業等を実施するために団体等が使用するとき 

（４） 地域クラブ活動に参加する生徒が競技力や表現力を継続的に高められる機会を 

提供するために認定地域クラブ団体等が使用するとき 

（５） 社会教育及びその他公共のために社会教育団体等が使用するとき 
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（特例） 

（１） 緊急の修繕や改修等の工事を実施するとき 

（２） 選挙の執行に伴い、投票所等として使用するとき 

（３） 災害の発生またはそのおそれがあり、避難所等として使用するとき 

これら特例の場合は、施設の安全確保及び公共的利用を最優先とし、すでに許可され

た利用であっても、使用の中止または日程の変更をお願いすることがあります。 

 

４ 使用許可申請の手順等 

 施設を使用しようとする者は、以下の申請手続きが必要となります。なお、申請者（団

体にあっては、その代表者）は、１８歳以上の者に限ります。 

（１）申請方法 

１．（使用者 → 学校教育課） 

「学校施設使用（変更）申請書」（以下、「使用（変更）申請書」という。）を学校教

育課に提出してください。 

※申請をその年度において初めて行うときは、「学校施設使用者名簿」および「誓

約書」を添付し、提出してください。 

２．（学校教育課 → 使用者） 

申請を受理した順に受付控をお渡しさせていただき、手続きいたします。窓口での

手続きが修了後、学校教育課へ受付控を返却してください。 

３．（学校教育課 → 使用者） 

申請内容を審査し、使用を許可したときは「学校施設使用許可書」をその場で発行

し、使用する学校施設の鍵と併せてお渡しします。 

※使用期間終了後、鍵を学校教育課に返却してください。 
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※学校教育活動（行事・部活動等）の予定がない等、学校の管理運営上支障がなく、

学校施設を使用することができる日時において、貸出します。なお、学校教育活動（行 

事・部活動等）・公共行事等が最優先となります。また、お盆・年末年始等の期間の

使用はできません。 

※使用の許可を決定した後、学校教育活動（行事・部活動等）等の都合により、予定

通り使用できなくなる場合があります。 

※受付及び使用許可は、先着順とし、教育委員会が決定します。 

※申請が同時のときは、使用責任者同士で協議し、調整してください。協議を行って

もなお、調整できないときは抽選により使用者を決定いたします。 

※使用することが確実な日時のみ申請いただき、使用予定がなくなった場合は、速や

かに取下げの申請を行ってください。 

（２）申請期日 

使用（変更）申請書は、使用申請が可能となる日から使用開始日の２日前までに学校

教育課に提出してください。 

使用する日の属する月 使用申請が可能となる日 

４月、５月、６月 ３月１日 

７月、８月、９月 ６月１日 

１０月、１１月、１２月 ９月１日 

１月、２月、３月 １２月１日 

※１日が土・日・祝の場合は、その直後の平日が使用申請が可能となる日になります。 

（３）使用許可の変更 

使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに「学校施設使用（変更）

申請書」に変更前の使用許可書を添えて学校教育課に提出してください。 
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※使用許可の変更により、使用料に不足が生じたときは、その場で不足額をご納付

いただきます。 

（４）使用許可の取下げ 

施設の使用許可を取り下げようとするときは、「学校施設使用許可取下げ申請書」

に使用許可書を添えて学校教育課に提出してください。 

 

５ 使用実績の報告 

使用の許可を受けた期間の最終使用日の属する月の翌月１０日までに、施設の使用に 

係る実績を「学校施設使用実績報告書」により学校教育課に提出してください。 

 ※報告がない場合、次回からの使用をお断りする可能性がありますので、報告漏れが

ないようご注意ください。 

 

６ 使用上の注意事項 

① 使用責任者は、使用の際、必ず使用許可書を持参し、学校から提示を求められた

場合には使用許可書を提示してください。 

② 許可された目的以外での使用はしないでください。 

③ 許可された施設の使用時間を厳守してください。使用時間には活動中の時間だけ

でなく、準備、原状回復等の時間も含みます。 

④ 学校敷地内での飲酒・喫煙・火気の使用は禁止です。 

⑤ 原則として、活動に必要な備品や道具等は使用者において、ご用意ください。備

品の貸出しを希望される場合、申請書に記入いただき、許可された備品に限り、

使用いただくことができます。 
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⑥ 学校で使用者の私物をお預かりすることはできません。活動時に持ち込み、終了

時に持ち帰ることを徹底してください。校庭内に建築物（物置・倉庫等）を設置

することもできません。 

⑦ 使用後は、必ず施設・設備等の原状回復（施設の窓及び出入口の施錠、消灯、清

掃、グラウンド整備等を含む）を行い、ごみは必ずお持ち帰りください。また、

原状回復については、必ず複数人で最終確認を行ってください。 

⑧ 解錠及び施錠を含む鍵の管理、使用備品の管理、その他学校の施設、設備等の管

理は必ず使用責任者を中心とした大人の方が行ってください。また、最後に学校

を退出される使用者においては、校門等の施錠も行い、退出してください。 

⑨ 児童・生徒の行き帰りの安全確保について、十分にご配慮ください。 

⑩ 学校又は学校周辺で騒音を立てる、大きな声で騒ぐ、学校付近の道路に駐停車す

る等、近隣住民の迷惑になる行為はお控えください。 

⑪ 施設使用に際して、施設・設備・備品に破損・損壊・紛失があった場合は、早急

に教育委員会へ報告してください。 

※状況により、その損害を賠償していただきます。 

⑫ 施設を使用していない児童・生徒等にも注意を払って活動してください。 

⑬ 施設使用中の怪我や事故等に対し、学校及び教育委員会は一切責任を負えませ

ん。必要に応じて各自で保険に加入してください。 

⑭ その他、学校や教育委員会からの指示には必ず従ってください。従われない場合、

施設使用を許可することができませんので、ご了承ください。 

 

７ 警報発令時の対応 

 大和高田市に特別警報（※１）、警報（※２）が発表された時点で施設の貸出は中止

となります。施設を使用中の場合は活動を速やかに止めて後片付けをしてください。た
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だし、すぐに学校を出ることが危険な場合等は、現地の状況に応じて、施設での一時的

な待機が可能です。また、警報が解除された場合は使用が可能ですが、学校の状況、安

全性確保、避難所確保等の観点から使用できない場合がありますので、ご了承くださ

い。教育委員会および学校からは施設使用の可否について連絡はいたしませんので、警

報の発令・解除に関しては、気象庁等が発表する情報等を各自でご確認ください。 

（※１）地震、暴風、大雨、大雪、暴風雪 

（※２）暴風、暴風雪、大雨警報、洪水警報 

 

８ その他 

（１）使用権の譲渡の禁止 

使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付ける等の行為は禁止します。 

（２）損害賠償 

 使用により施設及び備品を破損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償

しなければなりません。ただし、損害が天災又は避けることのできない事故の発生その

他やむを得ない事由により生じたものであると認められるときは、その賠償義務の全

部又は一部を免除する場合があります。 


